
伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱 

   (趣旨) 

第１条  この要綱は、ごみの減量化及び資源化を計画的に促進するため、予算

の範囲内において非電動式生ごみ処理機（以下「処理機」という。）の購入

に対する補助について、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市

規則第１９号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

   (定義) 

第２条  この要綱において処理機とは、厨芥類の生ごみを土中等の微生物の活

動等を利用し分解させて、生ごみを減量・資源化する電気を使わない機器と

する。 

  (補助対象者) 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 市内に住所を有し、現に居住している者 

 (2) 処理機を居住場所に設置できる者 

２  処理機の補助対象数は、１世帯につき１台とする。ただし、コンポスターに

ついては、１世帯につき２台までとする。 

   (補助金の算定) 

第４条 補助金の額は、処理機の購入金額の２分の１とし、１０，０００円を

限度とする。ただし、補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。 

２  前項の規定により算出された補助金の額に１００円未満の端数が生じた場 

合は、その端数を切り捨てる。 

３ 第１項の購入金額には、処理機を使用するときに最低限必要で本体と一 

括購入した基本材や微生物の購入代を含み、消費税、運搬及び設置の費用を 

含まないものとする。 

   (交付の申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、処

理機の購入に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して６０日以

内に、伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書（第１号様式）に当該

領収書等の必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

２  補助金の交付を受けた者は、購入費補助の対象となった処理機が当該購入

日から６年を経過しなければ再び申請することができない。 

   (交付の決定及び通知) 

第６条  市長は、前条第１項の規定により補助金の交付申請があったときは、 

速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは伊勢原市生ごみ処理機 

購入費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、不交付を決定したとき 

は伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付申請却下通知書（第３号様式）に

より申請者に通知するものとする。 



  （交付の請求) 

第７条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、伊勢原市生ごみ処 

理機購入費補助金交付請求書（第４号様式）に必要書類を添付して市長に請

求しなければならない。 

   (交付) 

第８条  市長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けた場合は、その内 

容を審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付する。 

  (処理機の使用) 

第９条  処理機を設置した者は、その処理機を適正に維持管理し、長期にわた

り継続して使用し、生ごみを減量・資源化するものとする。 

   附 則（平成１９年１月１６日告示第４号） 

 （施行期日） 

１  この告示は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の際、現に提出されている伊勢原市家庭用電動式生ごみ処理機購 

入補助に関する要領（平成１５年伊勢原市告示第７７号）に定める様式によ 

る交付申請等は、この告示に規定する交付申請等とみなす。 

   附 則（平成２８年３月２８日告示第５７号） 

 （施行期日） 

１  この告示は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の際、伊勢原市生ごみ処理容器補助金交付要綱（平成１９年伊勢 

原市告示第２号）により補助を受けて購入した処理容器については、この要 

綱の第５条第２項の規定は適用しない。 

３ この告示の際、伊勢原市生ごみ処理容器補助金交付要綱（平成１９年伊勢 

原市告示第２号）により平成２８年９月３０日までに市のあっせんにより購 

入した処理容器については、なお従前の例による。 

 （伊勢原市生ごみ処理容器補助金交付要綱の廃止） 

４ 伊勢原市生ごみ処理容器補助金交付要綱は、廃止する。 

   附 則（令和４年１月６日告示第２号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（第５条関係） 

 

伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書 

 

                     年  月  日         

 

 伊勢原市長 殿 

申請者 住 所  

   フリガナ 

                 氏  名 

                 連  絡 先 

 

伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱第５条の規定により、次の 

とおり申請します。 

品 名 
 

（電動式を除く） 

購 入 業 者  

購 入 金 額 
                円 

（消費税及び運搬費等を除く） 

領 収 書 に 記 載 

さ れ た 領 収 日 

年    月    日 

（領収日から６０日以内が申請対象） 

申 請 金 額                円  

添 付 書 類 
□領収書 

□取扱説明書（パンフレット等） 

 
 

※太枠の中のみ記入してください。 

 

  

補 助 金 決 定 金 額   円 



第２号様式（第６条関係）  

 

                                              伊勢原市指令（ ）第 号 

 

伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書 

 

                                 住 所    

                                 氏 名 

 

      年   月   日付けで申請のありました生ごみ処理機購入費補助金に

ついては、次のとおり決定したので通知します。 

 

       年   月   日 

 

                                 伊勢原市長 印 

 

 

１ 補助対象品の 

    品    名                          

                   

２ 補助金決定額                                       円 

 

３ その他          

  (1) 必要に応じて、使用状況の調査を実施します。 

  (2) ごみの減量に努めてください。  
 

 

 

 

 

                    （事務担当は、       ） 



  第３号様式（第６条関係）  

 

伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付申請却下通知書 

 

                                            伊勢原市指令（ ）第 号 

                                                   年  月  日 

 

       様 

 

                                     伊勢原市長    印

 

      年  月  日付けで申請のありました生ごみ処理機購入費補助金に

ついては、次の理由により補助金を交付することができませんので通知します。 

   

    理由 

 

 

 

 

                                         

※この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して、３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市

長となります。)、提起することができます(なお、処分を知った日から６か月以内

であっても、処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ 

なくなります。)。  ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起 

することができます。 

 

                                         （事務担当は、       ） 



第４号様式（第７条関係） 

 

伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付請求書 

 

                                             年     月   日 

 

  伊勢原市長 殿 

 

             請 求 者   住  所   

                          フリガナ                      

                          氏   名                              

                        連 絡 先 

 

  伊勢原市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり

請求します。 

 

 

１ 補助金交付請求額                               円 

 

 
 

２  振込先 

 

金融機関名 
 

□銀行          □本店 

□金庫          □支店 

□農協          □支所 

□組合          □出張所 

種   類 □普通・□(     ) 口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

 

３ 添付書類   □  補助金交付決定通知書の写し 

 
   
備考：請求者・領収者・振込先は原則同一者とします。振込先が異なる場合は、      

任意様式の委任状の添付が必要です。 


